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１ 目的と背景
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目的
健康長寿の実現に向けては、行政や食環境に関わる事業者・関係団体が総ぐ

るみで県民の食塩摂取量の減少を図る必要がある。
そのため、市町村・食品関連企業・関係団体等と減塩に関する会議を開催し、

推進体制の強化を図り、自然に健康になれる食環境づくりを目指す。

背景

①日本の栄養課題
○食塩の過剰摂取
○若い女性のやせ
○経済格差に伴う栄養格差

②国の動向
○健康的で持続可能な食環境戦略的イニシアチブ
○健康的で持続可能な食環境づくりのための国・都道府県等アライアンス

③事業者が取り組む必要性
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①日本の栄養課題

厚生労働省 健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ 概要説明・参画のための手引き【2024年度（2024.6.17版】より抜粋
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①日本の栄養課題

出典：令和５年度都道府県等栄養施策担当者会議資料３
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①日本の栄養課題

出典：令和５年度都道府県等栄養施策担当者会議資料３

近年、減少が鈍化
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①日本の栄養課題

出典：令和５年度都道府県等栄養施策担当者会議資料３
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②国の動向

「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」とは

○産学官の連携・協働により、誰もが健康になれる食環境づくりを展開する取組。

➢課題：食塩の過剰摂取、若年女性のやせ、経済格差に伴う栄養問題等

○本イニシアチブの参画事業者はSMART形式の行動目標と評価指標を自ら設定し、

取組を展開。

【参画事業者の取組イメージ】

都道府県にも同様の取組が求められている

国・都道府県等で連携して取組を進めていく

○参画申込み

○行動目標の提出

➢イニシアチブHPにて

参画事業者・行動目標の

公表

○行動目標達成に向けた

取組展開

○参画者同士の情報交換・

意見交換（会合など）

○定期的な取組結果等の

報告

➢国内外へ、取組成果等の

情報発信
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②国の動向

出典：令和６年度都道府県等栄養施策担当者会議資料２
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③事業者が取り組む必要性

厚生労働省 食環境イニシアチブ 基本理念

食品製造・流通・情報発信等の各分野の各企業、行政、関係団体が

得意なことで力を発揮！
↓

自然に健康になれる食環境が必ず実現できる！



２ 参画事業者に期待される役割
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誰もが自然に健康になれる食環境づくりを目指し

主体的に実践できることを考え、行動しましょう
食品製造事業者
栄養面又はこれに加えて商品の積極的開発・
主流化。事業者単位または全社的に行う栄養
面・環境面の取組の推進。

食品流通事業者
健康関心度等に応じた販売戦略（棚割り、価
格等）の推進。

メディア
食品製造・食品流通事業者と連携した広報活
動等の展開。

学術関係者
食環境づくりに資する研究の推進・成果の発
信。こうした研究を基盤とした中立的・公平
な立場での事業者の支援。

職能団体等
事業者への建設的な提言、消費者と事業者の
適切な仲介等。

行政
食環境づくりの調整役。取組や課題の把握、
方針の決定、情報交換の場の提供等。

事業者共通
おいしく手軽に減塩できるレシピ開発・紹介、健康的な栄養・食生
活の重要性や実践に向けた工夫等に関する情報発信。



３ 実施内容
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事業者の皆様にお願いしたいこと

①会議に参加し、本県の健康課題や取組方針等を理解する

②参画原則に同意する場合、参画申込み・行動目標を提出する。
→申込み事業者名・行動目標を県HP等で情報発信。

③行動目標達成に向けた取組を行う。

④定期的に取り組み結果を報告する。
→県でとりまとめ、県HP等で情報発信。

⑤会議にて、他事業者等との取組共有・情報交換を行い、
より効果的な取組を実行していく。

参画事業者だけでなく、市町村・県食育応援企業・関係団体等が参加
他事業者等の取組を知る・課題の共有や工夫を知る・連携強化やきっかけを得る等、

皆様で取組を盛り上げていきたい



４ 組織体への参画原則
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○県が進める健康的で持続可能な食環境づくりの取組に賛同する。

○栄養の課題（食塩の過剰摂取）への効果があると見込める有意義な
行動目標を設定する。

○ウォッシュ（注）にならない行動目標を設定する。
（注）「ウォッシュ」とは、消費者等への訴求効果を狙い、表面的な取組、

見せかけの取組を行うことをいいます。

○行動目標が公表されることに同意する。

○行動目標設定後、進捗状況等を毎年報告する。

○本会議の取組推進を阻害しない。

○反社会的組織・活動に関わりがない。



５ 行動目標について
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①食塩の過剰摂取に関する行動目標を、１つ以上設定してください。

※可能であれば、SMART形式で目標を作成してください。

②行動目標の進捗状況及び達成度を測定できるような評価指標を設定してください。

③行動目標が、本会議の趣旨に沿っているか確認し、調整をお願いする場合があります。
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行動目標・評価指標の例

もっとシンプルな内容でも構いません
（例） ○スーパー店頭等で啓発のためのポスター掲示をする。

○食育の日に減塩レシピの情報発信を行う。
→各企業ができることを、少しずつでも行動していきましょう。

行動目標・評価指標は、毎年の進捗や達成状況に

合わせて、PDCAを実施し、変更（上方修正、下方

修正）することが可能です。

シンプルな行動目標の例
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○基本的には、参画事業者の自主的な評価・管理を前提としています。

○行動目標・評価指標は毎年の進捗や達成状況に合わせて、PDCAを実施し、

変更（上方修正、下方修正）することが可能です。

※変更する場合は、県に事前連絡をいただくことを想定しています。

行動目標・評価指標の運用方針

○積極的な取組は、優良事例として県ホームページ等に掲載したり、会議で

発表いただいたり、企業の取組を積極的に情報発信していきたいと考えて
います。

○取組状況については、毎年アンケート形式で御報告をいただきます。
※県全体での集計等のためアンケートにご回答いただきますが、

個社の情報の公表を希望しない場合は、ご相談いただくことが可能です。

（アンケートのイメージ）
Q1 目標に向けて活動を推進することができたか

Q2 目標に挙げた取組の実施回数

Q3 特にアピールしたい取組内容 等

行動目標・評価指標の進捗や達成状況は、県ホームページ等にて公表していきます。

管理方法

報告･公表
方法



６ 参画事業者のメリット
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○地域貢献等の活動として、ふくしま減塩推進ネットワーク会議に

参画している旨を貴社でPRしていただけます。

○取組を県ホームページ等に掲載し、その情報をメディアにも取材して

いただけるよう働きかけます。

○会議での取組事例の発表等や、県・市町村・企業・関係団体等との

交流を通し、より活動の展開が期待できます。



さいごに
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①会議に参加し、本県の健康課題や取組方針等を理解する

②参画原則に同意する場合、参画申込み・行動目標を提出する。
→申込み事業者名・行動目標を県HP等で情報発信。

③行動目標達成に向けた取組を行う。

④定期的に取り組み結果を報告する。
→県でとりまとめ、県HP等で情報発信。

⑤会議にて、他事業者等との取組共有・情報交換を行い、
より効果的な取組を実行していく。

参画事業者だけでなく、市町村・県食育応援企業・関係団体等が参加
他事業者等の取組を知る・課題の共有や工夫を知る・連携強化やきっかけを得る等、

皆様と食環境づくりを推進していきたい

全員

全員
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御協力よろしくお願いします

地域で

○適切な塩分濃度の体験を伴う
活動を実施

○食品に含まれる食塩相当量の
見える化
加工食品、多く食べがちな食品

の食塩の量の情報発信

○管理栄養士等派遣による食育
活動支援活動で、塩分濃度の
体験や食事の適量に関する啓発

飲食店で
○適塩・適量を実践しやすい
環境づくり

「おいしいけど、健康のために
○○します」等
媒体配置等で、実践を後押し

新聞・メディアで
○毎月17日（減塩の日）～

19日（食育の日）
定期的な情報発信
関心を高める仕掛け、
簡単にできる手法の発信等

スーパーで
○おいしく適塩な惣菜等の
開発と販売

○ベジ・ファーストの実践を
促す環境づくり

事業所で
○食塩摂取量の実態把握
○給食の段階的な減塩、
従業員の
適塩＋適量教育

県民の食環境

県民に
知ってほしいこと

①適切な塩分濃度
②食事の適量

ネットワーク強化会議で推進体制を整備


